
議案第３５号 

 

専決処分事項の報告並びにその承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、次の事

件を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを議会に報告し、

承認を求める。 

 

 専決第５号  工事請負変更契約の締結について 

 

令和２年５月２６日提出   

 

山都町長  梅 田  穰   

 



専決第５号 

 

専決処分書 

 

 令和元年第３回山都町議会定例会において議決された、柚木砥用線道路改良工事 

のうち、契約金額「５６，１００，０００円」を「６０，０５８，７８０円」に変 

更することとする。 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１７９条第１項の規定により、専決処分す

る。 

 

令和２年４月３日   

 

山都町長  梅 田  穰 

 





【資料】 

 

工事請負変更契約概要  

 

１ 工  事  番  号  社道改矢  第１号  

 

２ 工   事   名  柚木砥用線  道路改良工事  

 

３ 工  事  場  所  山都町  柚木  地内  

 

４ 当初契約年月日  令和元年９月５日  

 

５ 変更契約額   ￥６０，０５８，７８０円  （  ３，９５８，７８０円増額） 

 

６ 工  事  内  容   

施工延長・幅員 L=120m・W=7.0m 

工   種  当初数量  変更数量  増  減  

掘削工  ５，２５６m3 ５，３７０m3 ＋１１４m3 

植生工 (植生マット )  ３９４m2 ３９９m2 +５m2 

植生工 (植生基材吹付 )  ２７８m2 ８２９m2 ＋５５１m2 

植生工 (ﾓﾙﾀﾙ吹付 )  ９６０m2 ８９４m2 －６６m2 

側溝工 (300×300) ２２８ｍ  ２２８ｍ  ±０ｍ  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  ８６７m2 ８６７m2 ±０m2 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (土中用 )  ２７ｍ  ３１ｍ  ＋４ｍ  

 

 

７ 契約の相手方   熊本県上益城郡山都町南田２２０－１  

            矢部開発  株式会社  

            代表取締役  上田  信  

 

 










